
株式会社ハーベス 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

1. 目的 

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、次のように行動計画を

策定する。 

 

2. 計画期間 

2025年１月１６日～2030年３月３１日（約５年間） 

 

3. 行動計画 

目標１ 計画期間中の育児休業取得率を女性７５％以上、男性５０％以上にする。 

対策 

２０２５年４月～ 各職場の育児休業取得状況の調査 

２０２６年４月～ 各職場における休業者の業務カバー体制の推進（部門ローテーションによる多能工化等） 

２０２７年４月～ 各職場における休業者の業務カバー体制の推進（部門ローテーションによる多能工化等） 

２０２８年４月～ 育児休業取得推進に関する説明会の実施、社内報等による全職員への取得推進 

２０２９年４月～ 育児休業取得推進に関する説明会の実施、社内報等による全職員への取得推進 

 

目標２ 従業員の月平均所定外時間を 30時間以内にする。 

対策 

２０２５年４月～ 月平均所定外時間の現状把握。課題の洗い出し 

２０２６年４月～ 管理職を対象とした意識改革のための研修実施 

２０２７年４月～ 従業員の業務棚卸 

２０２８年４月～ 業務量、業務分担の見直し、DX化による業務効率化推進、適宜進捗状況の確認と修正 

２０２９年４月～ 業務量、業務分担の見直し、DX化による業務効率化推進、適宜進捗状況の確認と修正 

 

目標３ 育児休業時、育児休業復帰時の「支援プラン」を策定し、従業員が安心して休業できる環境を整備する。 

対策 

２０２５年４月～ 従業員へ意識調査、現状把握と課題の洗い出し 

２０２６年４月～ 「支援プラン（休業時の補助金案内、時短勤務制度、フレックスタイム制度他）」策定 

202７年４月～ 「支援プラン」に関する説明会の実施、社内報等による全職員への周知 

202８年４月～ 「支援プラン」に関する説明会の実施、社内報等による全職員への周知 

202９年４月～ 「支援プラン」に関する説明会の実施、社内報等による全職員への周知 

 

以上 


